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令和５年５月17日（水曜日）

午前10時10分開会

会議に付託された議案等

○委員長の互選

○副委員長の互選

○閉会中の継続審査について

出席委員（８人）

委 員 長 重 松 幸次郎

副 委 員 長 山 口 俊 樹

委 員 坂 口 博 美

委 員 山 下 博 三

委 員 日 高 博 之

委 員 武 田 浩 一

委 員 永 山 敏 郎

委 員 下 沖 篤 史

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 春 田 拓 志

議事課主任主事 上 園 祐 也

○坂口委員 ただいまから厚生常任委員会を開

会いたします。

ただいま本会議において本委員会の委員が選

任されましたので、正副委員長互選のため、委

員会条例第10条の規定により、委員会を招集い

たしました。

したがいまして、委員長の互選終了までしば

らくの間、座長を務めさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。

それでは、ただいまから委員会条例第８条第

２項の規定により、委員長の互選を行います。

この場合、お諮りいたします。

互選の方法は、投票または指名推選でありま

す。いかがいたしましょうか。

〔「指名推選」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員 それでは指名推選の方法で行いた

いと存じますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員 御異議なしと認めます。

よって、互選の方法は指名推選により行うこ

とに決定いたしました。

それでは、私から指名いたしたいと思います。

御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員 御異議なしと認め、重松幸次郎委

員を委員長に指名いたします。

お諮りいたします。

ただいまの指名のとおり決することに御異議

ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口委員 御異議ありませんので、重松委員

が委員長に選任されました。

次は副委員長の互選でありますが、ただいま

委員長が選任されましたので、委員長に替わっ

ていただき、副委員長の互選をお願いいたした

いと存じます。

御協力ありがとうございました。

○重松委員長 ただいまから、委員会条例第８

条第２項の規定により、副委員長の互選を行い

ます。

この場合、お諮りいたします。

互選の方法は、投票または指名推薦でありま

す。いかがいたしましょうか。

〔「指名推選」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 では、指名推選の方法で行いた
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いと存じますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議なしと認めます。

よって、互選の方法は指名推選により行うこ

とに決しました。

それでは、私から指名いたしたいと思います

が、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議なしと認め、山口俊樹委

員を副委員長に指名いたします。

お諮りいたします。

ただいまの指名のとおり決することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議ありませんので、山口委

員が副委員長に選任されました。

以上で、正副委員長の互選は終了いたしまし

た。

御協力ありがとうございました。

このたび、厚生常任委員会の委員長の指名を

いただきました重松幸次郎でございます。

新型コロナウイルス感染症が何とか鎮静化し

ておりますが、この感染症に対してもまだまだ

注意が必要かと思っております。この一年間、

そのことも含めまして、皆さん方の熱心な御議

論をお願いする次第でございます。

宮崎県民の暮らし、そして健康を守るために、

皆様方の御協力を賜りたいと存じますので、一

年間よろしくお願いいたします。

○山口副委員長 ただいま副委員長に御指名い

ただきました山口俊樹でございます。

若輩者でございますが、皆様の御指導を賜り

ながら、この委員会が円滑に進むよう、委員長

をしっかりと補佐してまいりたいと思いますの

で、御協力のほどよろしくお願いいたします。

○重松委員長 それでは当委員会の書記を紹介

いたします。

正書記の春田主任主事でございます。

副書記の上園主任主事でございます。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査につきましては、閉会中の継続審査とい

たしたいと思いますが、御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○重松委員長 御異議ございませんので、この

旨議長に申し出ることといたします。

本日はこれで閉会いたします。

午前10時15分閉会
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署 名

厚生常任委員会委員長 重 松 幸 次 郎




